
23 　令和元年(2019年)７月号　第1176号 　令和元年(2019年)７月号　第1176号　

稲沢市プレミアム付商品券のお知らせ

９月 29 日 ( 日 ) ～令和２年１月 31 日 ( 金 )
購入引換券、購入金額、本人確認のできるものを持参し、引換販売場所へ

※ 商品券は引換販売場所での対面販売以外の方法では販売しません。商品券の申請・販売で、振り込みを求め
ること、係員が現金を取りに伺うことは絶対にありません

商品券の引換販売期間・場所

引換販売期間 引換販売時間 引換販売場所
９月 29 日 ( 日 ) 正午～午後７時

勤労福祉会館
９月 30 日 ( 月 ) ～ 10 月４日 ( 金 ) 午前 10 時～午後４時
10 月５日 ( 土 )・６日 ( 日 ) 午前 10 時～午後７時 リーフウォーク稲沢
10 月７日 ( 月 )・８日 ( 火 )

午前 10 時～午後４時

祖父江町体育館
10 月９日 ( 水 )・10 日 ( 木 ) 平和支所
10 月 11 日 ( 金 ) ～令和２年１月 31 日 ( 金 )
※土日、祝休日、年末年始を除く 市役所

※ 商品券使用期間は２月 29 日
( 土 ) までですが、引換販売期
間は１月 31 日 ( 金 ) までです

「振り込め詐欺」や「個人情報の不正入手」にご注意ください！

　申請内容に不明な点があった場合、市から皆
さんへ問い合わせることがありますが、ATM の
操作や、手数料などの振り込みをお願いするこ
と、自宅まで現金を取りに伺うことは絶対にあ
りません。また、プレミアム付商品券センター
の電話番号以外から電話をかけることはありま
せん。
　もし不審な電話がかかってきたり、郵便・
メールが届いたりしたら、迷わず稲沢市プレミ
アム付商品券センター、警察相談専用電話（

☎

#9110）に連絡してください。

稲沢市プレミアム付商品券センター☎

0587(32)2181

▼受付　７月１日～令和２年１月 31 日、午前８
時 30 分～午後５時（土日、祝休日、年末年始
を除く。12月９日以降は、午前９時～午後４時）

さい！

①に該当すると見込まれる方には、８月に申請書などを送付します
②の該当者は申請不要です

●申請期限　令和元年 11 月 29 日 ( 金 )　※必着
●申請方法　申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で郵送

※申請方法の詳細は、送付する記入例などの書類で確認してください　　　　
※ 所得状況が不明の方は購入対象であるかの判断ができないため、10月31日 (木 )までに市役所課税課、支所、
市民センターへ市・県民税申告書を提出してください。申告後、購入対象の該当見込みとなる方には申請書
などを送付します

※ 購入対象者に該当すると思われる方で申請書などの書類が届かない場合は、稲沢市プレミアム付商品券セン
ター（下記）へ問い合わせてください。また、転居後に案内が届くように、住民票の異動手続き、郵便局へ
の転居届の提出をしてください

申請方法
1
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①の申請があり交付を決定した方
および②の該当者には、９月中旬以
降、順に購入引換券を送付します
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問合先　市役所商工観光課　

☎

0587(32)1332
1005232

　消費税率引き上げの影響を緩和し、地域の
消費を喚起するため、対象となる方にプレミ
アム付商品券を販売します。

スーパー、いなッピー商品券取扱店（一部店舗を除
く）ほか、原則として市内の参加店

※ 使用可能店舗は、引換販売に併せて案内します。
市役所、支所、市民センターなどにあるチラシ、
市ホームページでも確認できます

※ 参加店（取扱店）の募集については、稲沢商工会
議所（

☎

0587(81)5000）へ問い合わせてください

使用可能店舗

※ 広報いなざわ６月号で案内した「いなッ
ピー商品券」とは別の商品券です

稲沢市プレミアム付商品券のお知らせ稲沢市プレミアム付商品券のお知らせ

例：住民税非課税者の母親１人と子ども（対象児童）１人がいる２人世帯の場合の購入限度

最大 15セット
75,000 円分
購入金額 60,000 円

＋ ＋ ＝
①母親（非課税者）
５セット 25,000 円分
購入金額 20,000 円

1 ①子ども（※）
５セット 25,000 円分
購入金額 20,000 円

1 ②子ども（対象児童）
５セット×１人 25,000 円分
購入金額 20,000 円

2

500 円券× 10 枚で１セット
利用額 5,000 円分を 4,000 円で購入できます

※購入限度は、①５セット②５セット×対象児童の人数

販売額

4,000円で5,000円分の買い物が
できる、割引率20％の商品券です！
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対象者

② 平成 28 年４月２日～令和元年９月 30 日に生まれた子ども（対象児童）が属する世帯の世帯主
　　※児童福祉施設入所児童などを除く
　※令和元年６月２日以降に転入した方は６月１日に住民票のあった市町村から案内があります

①平成 31 年１月１日現在、市に住民票があり、平成 31 年度住民税非課税の方
　　※住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護被保護者などを除く
　※平成 31 年１月２日以降に転入した方は１月１日に住民票のあった市町村から案内があります

対象となる方には、市から案内を送付します
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10 月１日 ( 火 ) ～令和２年２月 29 日 ( 土 )

商品券使用期間

※ 住民税非課税者と同居する対象児童がいる場合、その児童分として①と②の
両方が適用されます。ただし、①の分については申請手続きが必要です
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